
　短い時間の受動喫煙でも、急性の虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞、重症不整脈）や呼吸器疾患（気管支喘息の発作、
COPDの急性症状）を引き起こし、妊娠中の胎児や出産後の乳児の突然死症候群のリスクを高めます。家庭や、職場にお
ける長時間の受動喫煙を含めると、毎年世界で２０万人（2009年米がん学会報告書）、日本では7,000人（2010年国立
がんセンター発表）がこの受動喫煙によって死亡しています。
◆受動喫煙によりリスクが高まる病気 
成人の場合：肺がん、虚血性心疾患（心筋梗塞、狭心症など）、副鼻腔がん、子宮頸がん、気管支喘息の悪化、COPD、認知症
子どもの場合：肺炎、気管支炎などの呼吸器感染症、気管支喘息の発病と悪化、咳などの慢性呼吸器症状、乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）
胎児の場合：低体重出生、早産，周産期死亡、自然流産、先天異常、出生児の認識や行動の障害、小児がん

飲食店における
受動喫煙防止のススメ

第4回 日本禁煙科学会学術総会（2009年10月）記念児童禁煙ポスターコンクール優秀作品
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この冊子は、石川県からの委託を受け、NPO法人禁煙ねット石川が製作しました。

植物油インキを使用し、環境にやさしい「水なし印刷」を採用しました。

石川のきれいな空気を吸おう

「NPO法人 禁煙ねット石川」は、禁煙支援や受動喫煙防止の活動を行っています。
　たばこを吸わない人が、たばこの煙を吸い込むことを
「受動喫煙」といいます。また室内空間に蔓延するたばこ煙は
喫煙者が吸い、吐き出す煙である「主流煙」と、たばこの先から出て
いる「副流煙」との混合の煙であり、特に「副流煙」には多くの有害
物質が含まれています。

飲食店が受動喫煙防止に取り組むことが法律で義務づけられています。
またその対策は、原則として全面禁煙であるべきという基本方針が示されています。

健康増進法25条

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施

設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければな

らない。

厚生労働省健康局長通知 （平成22年2月25日）
受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである。

１  受動喫煙とは

2  受動喫煙による健康障害

3  健康増進法25条

主流煙、副流煙って何？ 副流煙には
主流煙と比べて
タール　     3.4倍
ニコチン　  2.8倍
一酸化炭素  4.7倍副流煙

主流煙タバコの吸い口から

タバコの先から出る煙

あなたのお店もきれいな　空気にしてみませんか？あなたの店もきれいな　空気にしてみませんか？

健康増進法って知ってますか？


